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◆「民間助成金について」 

 民間助成金については、昨年度も

５月号で説明しましたが、本年度も

紹介します。 

◆「各種助成金」 

以下、各種助成金を別添一覧に沿

って主なものを紹介していきます。 

２．日本財団(6.7.1～7.12) 

 助成車両、助成金額は①車いす対

応車 310・338 万円、②送迎者(普通

車)264・225 万円となっています。 

４．清水基金(社福 7.6.1～7.20、 

ＮＰＯ7.5.1～6.20) 

 対象は、利用者のために必要な機

器・車両等となっており、申請の上

限は社会福祉法人 70～1,500 万円、

ＮＰＯ法人 80～ 1,500 万円となっ

ています。 

５．和遊協(6,10.1～11.29) 

 申請の限度額は 20 万円ですが、パ

ソコンが支給の対象となっています。 

６．共同募金会(6.8.1～9.30) 

 社会福祉法人等が施設利用者のた

めの備品や車両購入費等が対象で、

助成限度額は 100 万円（75%）又は

50 万円(90%)となっています。 

８．中央競馬主社会福祉財団(7.4,1

～5.30) 

 助成対象は備品等の購入（福祉車 

両、送迎用車両等）で、助成限度額 

は概ね 50～100 万円で総事業費の 

3/4 以内となっています。 

す。 

９．ＪＫＦ(6.7.1～11.1) 

 助成対象は施設の建築、福祉車両 

就労支援機器、施設の補修で、助成 

率は 3/4 となっています。 

１０．日本郵便(6.9.9～11.1) 

 助成対象は施設改修、機器購入、

車両購入で、申請可能額は 500 万円

となっています。 

１１．丸紅基金（7.5.1～6.30） 

 対象は車両、備品、機材の購入等

で 300 万円が上限です。 

１２．みずほ福祉助成財団（7.4.21

～7.4） 

 対象は機器、車両の購入、設備工事

費等で助成金額は 20～150 万円、事

業総額の 90％以内となっています。 

１３．松の花基金（6.4.1～8.31） 

 知的障害児・者の福祉向上のため

に行われる事業で、１法人は 5～100

万円を目処の助成金額にしています。 

１４．洲崎福祉財団(7.7.1～) 

 助成対象は、車両、物品、施設工

事等で上限は 400～200 万円となっ

ています。 

１５．読売光と愛の事業団 

(6.12.10 まで) 

 福祉作業所の設備投資等に対して、 

１事業所 50 万円が上限です。 

■「当事務所より一言」 

 民間助成金についても、情報の提供を

行い、手助けをしていきます。 
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